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適
正
な
計
量
や
商
取
引
の
公
平
を

計
量
器
の
定
期
検
査
を
受
け
ま
し
ょ
う

め�
い�わ�明和町役場　�（84）3111

農
産
物
を
庭
先
取
引
に
使
用
　
▼
そ

の
他
、
取
引
・
証
明
に
使
用

◇
注
意
事
項

▼
「
ハ
カ
リ
」
は
、
掃

除
し
検
査
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
る
状

態
で
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
▼
こ

の
検
査
に
は
、
群
馬
県
手
数
料
条
例

に
基
づ
く
手
数
料
が
必
要
で
す
。

▼
こ
の
検
査
に
代
わ
り
計
量
士
に
よ

る
検
査
を
受
け
る
方
法
も
あ
り
ま

す
。

◇
連
絡
先

群
馬
県
計
量
検
定
所
　
　
　

�
０
２
７（
２
６
３
）２
４
３
６

群
馬
県
で
は
、
取
引
・
証
明
に
使
用

さ
れ
る
計
量
器
（
ハ
カ
リ
）
の
定
期
検

査
を
２
年
に
１
回
の
周
期
で
実
施
し
て

い
ま
す
。
計
量
法
に
基
づ
き
、
適
正
な

計
量
の
実
施
お
よ
び
商
取
引
の
公
平
を

守
る
こ
と
が
目
的
で
す
。

こ
の
機
会
に
必
ず
検
査
を
受
け
て
く

だ
さ
い
。

◇
日
時
・
場
所

６
月
４
日
�

▼
午
前
10
時
〜
正
午
　
館
林
市
農
協

千
江
田
支
所

▼
午
後
１
時
〜
午
後
３
時
　
館
林
市

農
協
佐
貫
支
所

◇
検
査
対
象
計
量
器

▼
商
店
・
工
場

で
業
務
用
に
使
用

▼
学
校
・
幼
稚

園
・
保
育
園
等
で
体
重
測
定
に
使
用

▼
病
院
・
薬
局
・
診
療
所
等
で
調
剤

に
使
用

▼
農
協
等
で
園
芸
農
産
物

の
出
荷
に
使
用

▼
農
家
等
が
園
芸

除
草
す
る
と
き
は
草
刈
り
で

町
道
等
法
面
へ
の
除
草
薬
散
布
は
や
め
ま
し
ょ
う

町
で
は
、
道
路
・
水
路
等
の
法
面
を

保
護
す
る
た
め
に
、
除
草
す
る
場
合
は

草
刈
り
で
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
法
面

の
維
持
管
理
の
た
め
、
除
草
薬
散
布
は

や
め
ま
し
ょ
う
。

法面の例�

道路�

畑�
田�

法
面
�

明
和
町
行
政
情
報
検
討
委
員
会
の

設
立
会
議
が
４
月
27
日
、
中
央
公
民

館
で
開
か
れ
ま
し
た
。

町
長
の
諮
問
機
関
で
あ
る
同
委
員

会
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
な

ど
高
度
情
報
化
社
会
の
進
展
に
伴

い
、
求
め
ら
れ
る
行
政
情
報
の
内
容

や
費
用
対
効
果
な
ど
を
調
査
・
研
究

し
、
効
率
的
な
情
報
メ
デ
ィ
ア
の
整

備
方
針
を
模
索
す
る
こ
と
を
目
的
に

設
立
さ
れ
た
も
の
で
す
。
委
員
は
、

オ
フ
ト
ー
ク
通
信
運
営
委
員
・
番
組

編
成
委
員
や
学
識
経
験
者
、
地
域
代

表
者
な
ど
50
人
で
構
成
。
委
員
長
に

江
原
助
役
を
選
出
し
ま
し
た
。

会
議
で
は
、
今
後
の
検
討
委
員
会

会
議
の
進
め
方
や
町
の
情
報
伝
達
手

段
の
整
備
経
緯
と
現
状
、
町
民
３
０

０
人
を
対
象
に
し
た
行
政
情
報
伝
達

に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
内
容

な
ど
を
審
議
・
検
討
し
ま
し
た
。

行
政
情
報
検
討
委
員
会
を
設
立

情
報
メ
デ
ィ
ア
の
整
備
方
針
を
模
索

町
選
挙
管
理
委
員
会
が
４
月
27
日
、

役
場
で
開
か
れ
、
委
員
長
に
渡
辺
和

夫
さ
ん
が
委
員
互
選
で
選
任
さ
れ
ま

し
た
。
な
お
、
委
員
会
構
成
は
次
の

と
お
り
で
す
。（
敬
称
略
）

▼
委
員
長
＝
渡
辺
和
夫
（
矢
島
）

▼
委
員
長
職
務
代
理
者
＝
砂
賀
柾

夫
（
斗
合
田
）

▼
委
員
＝
塩
谷
幾
雄
（
川
俣
）、
吉

永
茂
（
梅
原
）

選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
に
渡
辺
和
夫
さ
ん

経
済
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